
                                                                                                                             

第三者行為（交通事故等）で介護サービスを受ける時は

さぬき市へ届出が必要となります。

 

○ 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合で

も介護保険サービスを受けることが出来ます。

 

○ ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、

さぬき市が一時的に立て替えた介護給付分を、あとで加害者へ請求することになります。

 

○ そこで、

護保険の第１号被保険者

介護保険サービスを受け

 

○ 交通事故等により

課へ届出をお願いします。

 

 

○提出書類（①から④について

  ①第三者行為（交通事故等）による傷病届

  ②事故発生報告書

  ③念書（兼同意書）

  ④誓約書

   ※相手方が記入するもの。相手方が書いてくれない場合は必要ありません。

  ⑤自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書

   ※原本が必要です。（写しの場合は原本証明が必要です）

    ※申請書は警察署

⑥示談が成立している場合は示談書の写し

※（記入に際しては、相手方の保険情報も必要となりますので、

相談ください。）
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